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アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』
コラボ第2弾開催！
Town Topics　まちの話題
Information Box　町からのお知らせ
町職員の給与などを公表します

　2月8日、雪が降りしきる中、笠松競馬場で「第48回
新春ファミリーマラソン」が開催されました。
　普段でも走りごたえのある馬場は、雪の影響でさら
に難易度アップ。それでも、子どもたちを中心とした参
加者のみなさんは、寒さに負けず元気いっぱい、最後
まで走り切りました。（関連記事3ページ）

「こんにちは」コーナーの「こんにちは」コーナーの
赤ちゃんを募集します赤ちゃんを募集します
「こんにちは」コーナーの
赤ちゃんを募集します

c企画DX課　☎388‐1127

Hello!Hello!Hello! 今月の笠松っ子です。
すくすく大きくな～れ！んん ちちここ にに ははんん ちちここ にに ははんん ちちここ にに ははん ちこ に は

応募対象

応募期限

令和7年5月生まれの赤ちゃん
3月23日（月） 応募はこちらから蜷

広報かさまつ広報かさまつ 33
2026 Mar.2026 Mar.
No.1186No.1186

広報かさまつ 3
2026 Mar.
No.1186

凪ちゃん1歳のお誕生日おめでとう！
これからも元気いっぱいニコニコな凪ちゃんでいてね♡
大好きだよ！

（米野）
ちゃん

まえだ なぎさ

前田 令和7年3月22日生
前田 直大・あおばさんの子凪咲

ボールを投げるのにハマってるちはるくん♡
パパとママと床は傷だらけです（笑）
そのまま元気にのびのび成長してね！

（門間）
くん

ほった ちはる

堀田 令和7年3月6日生
堀田 篤史・友理さんの子祐暖

HPはこちら 公式ＬＩＮＥ

［外構工事・断熱窓・玄関工事の専門店］
～外構工事も合わせてご提案できます～
［外構工事・断熱窓・玄関工事の専門店］
～外構工事も合わせてご提案できます～

令和8年3月号
第1186号22
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第48回新春ファミリーマラソン大会を開催しました

　町スポーツ協会主催の「第48回新春ファミリーマラソン大会」が2月8日、笠松競馬場で開催され
ました。
　県内外にも広く知られるこのマラソンは、普段入ることができない競馬場の走路をコースとして行
われ、今年は雪が降る中、約700人がマラソンやジョギングを楽しみました。

c町スポーツ協会事務局
　（笠松中央交流センター内）　☎388‐3231

仮装の宴2026を開催しました

　2月8日、「仮装の宴2026」が笠松競馬場で開催されました。当日はあいにくの雪でしたが、全国か
ら集まった約80名の仮装者たちが、普段入ることができない馬場やパドック、発馬機などを使ってレー
スや写真撮影などを楽しみました。
　レースと仮装の優秀者には表彰が行われ、馬と仮装好きの皆さんによって大いに盛り上がるイベン
トとなりました。

種　目
4年生以下女子の部

男子の部
5年生女子の部

男子の部
6年生女子の部

1　位
藤岡 李娃
高島 碧人

大澤 真優子
加藤 柊哉
野平 ゆな

一宮市
笠松町
笠松町
笠松町

各務原市
男子の部 多々良 隼作 岐南町

種　目
中学生女子の部

男子の部
一般女子の部

男子の部

1　位
佐藤 琉菜
豊島 煌大
杉山 夏帆
長友 琉葵

池田町
羽島市
笠松町
羽島市

各種目優勝者（敬称略）

皆さんの身近な話題や出来事を教えてください。
広報担当者が取材に伺います！

c企画DX課 未来創造室　☎388‐1127Town Topics
まちの話題

令和8年3月号
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第48回新春ファミリーマラソン大会を開催しました

　町スポーツ協会主催の「第48回新春ファミリーマラソン大会」が2月8日、笠松競馬場で開催され
ました。
　県内外にも広く知られるこのマラソンは、普段入ることができない競馬場の走路をコースとして行
われ、今年は雪が降る中、約700人がマラソンやジョギングを楽しみました。

c町スポーツ協会事務局
　（笠松中央交流センター内）　☎388‐3231

仮装の宴2026を開催しました

　2月8日、「仮装の宴2026」が笠松競馬場で開催されました。当日はあいにくの雪でしたが、全国か
ら集まった約80名の仮装者たちが、普段入ることができない馬場やパドック、発馬機などを使ってレー
スや写真撮影などを楽しみました。
　レースと仮装の優秀者には表彰が行われ、馬と仮装好きの皆さんによって大いに盛り上がるイベン
トとなりました。

種　目
4年生以下女子の部

男子の部
5年生女子の部

男子の部
6年生女子の部

1　位
藤岡 李娃
高島 碧人

大澤 真優子
加藤 柊哉
野平 ゆな

一宮市
笠松町
笠松町
笠松町

各務原市
男子の部 多々良 隼作 岐南町

種　目
中学生女子の部

男子の部
一般女子の部

男子の部

1　位
佐藤 琉菜
豊島 煌大
杉山 夏帆
長友 琉葵

池田町
羽島市
笠松町
羽島市

各種目優勝者（敬称略）

皆さんの身近な話題や出来事を教えてください。
広報担当者が取材に伺います！

c企画DX課 未来創造室　☎388‐1127Town Topics
まちの話題
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令和7年度全国中学生人権作文コンテスト岐阜県大会　優秀賞 安江 瑚雪（笠松中学校3年生）
岐阜県大会　中日新聞社賞 古畑 実優（笠松中学校2年生）
岐阜協議会大会　奨励賞 小野 唯桜（笠松中学校2年生）
岐阜協議会大会　奨励賞 水野 心愛（笠松中学校2年生）
岐阜協議会大会　入選 松原 姫來（笠松中学校2年生）

令和7年度全国中学生人権作文コンテスト

100歳おめでとうございます

　2月11日に山本 花子さんが満100歳を
迎えられ、長寿者褒賞金を贈呈しました。
　古田町長から「おめでとうございます。い
つまでもお元気で」と祝賀状と花束を手渡
されると、笑顔を見せられました。

　12月24日、令和7年度全国中学生人権
作文コンテストで表彰を受けた笠松中学校
生徒が、古田町長へ受賞報告を行いました。
　表彰を受けた生徒は下のとおりです。

（敬称略）

企業版ふるさと納税の感謝状贈呈式を行いました

　以下の企業様よりご寄附をいただいたこ
とに対する企業版ふるさと納税の感謝状
贈呈式を行いました。この度のご寄附は、
当町が推進している「にぎわいと活力あふ
れる創造のまち事業」として観光・イベント
の推進と活発なまちづくり活動のために大
切に活用いたします。

企業名

寄附対象
事業名

サイデン化学株式会社
（東京都中央区）

寄附金額 2,000,000円
にぎわいと活力あふれる創造のまち
事業

Town Topics
まちの話題 皆さんの身近な話題や出来事を教えてください。

広報担当者が取材に伺います！
c企画DX課 未来創造室　☎388‐1127
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令和7年度全国中学生人権作文コンテスト岐阜県大会　優秀賞 安江 瑚雪（笠松中学校3年生）
岐阜県大会　中日新聞社賞 古畑 実優（笠松中学校2年生）
岐阜協議会大会　奨励賞 小野 唯桜（笠松中学校2年生）
岐阜協議会大会　奨励賞 水野 心愛（笠松中学校2年生）
岐阜協議会大会　入選 松原 姫來（笠松中学校2年生）

令和7年度全国中学生人権作文コンテスト

100歳おめでとうございます

　2月11日に山本 花子さんが満100歳を
迎えられ、長寿者褒賞金を贈呈しました。
　古田町長から「おめでとうございます。い
つまでもお元気で」と祝賀状と花束を手渡
されると、笑顔を見せられました。

　12月24日、令和7年度全国中学生人権
作文コンテストで表彰を受けた笠松中学校
生徒が、古田町長へ受賞報告を行いました。
　表彰を受けた生徒は下のとおりです。

（敬称略）

企業版ふるさと納税の感謝状贈呈式を行いました

　以下の企業様よりご寄附をいただいたこ
とに対する企業版ふるさと納税の感謝状
贈呈式を行いました。この度のご寄附は、
当町が推進している「にぎわいと活力あふ
れる創造のまち事業」として観光・イベント
の推進と活発なまちづくり活動のために大
切に活用いたします。

企業名

寄附対象
事業名

サイデン化学株式会社
（東京都中央区）

寄附金額 2,000,000円
にぎわいと活力あふれる創造のまち
事業

Town Topics
まちの話題 皆さんの身近な話題や出来事を教えてください。

広報担当者が取材に伺います！
c企画DX課 未来創造室　☎388‐1127

令和8年3月号
第1186号4 令和8年3月号

第1186号 5
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4月からこども誰でも通園制度が始まります
　保護者の就労状況や理由にかかわらず、0歳
6ヵ月から満3歳未満の子どもを保育所などに預
けることができる新しい制度「こども誰でも通園
制度（乳児等通園支援事業）」が4月から始まり
ます。
　保育の専門職のいる環境で、家庭とは異なる
体験や同世代との関わりにより、刺激を受ける
ことができます。

以下の①～③を全て満たす子ども
①笠松町に住民票があること
②0歳6ヵ月～満3歳未満であること
③保育所等に通っていないこと
月10時間まで（子ども1人当たり）
1時間当たり300円程度

※制度の利用には、事前に町への利用認定申
込が必要です。
　定員などの状況によっては利用できない場合
があります。
　詳しくは、町ホームページをご覧ください。
c福祉子ども課　☎388‐1116

福祉医療費受給者証が
4月1日から変わります
　4月1日より、受給資格者番
号が変更になります。
　新しい福祉医療費受給者
証は、3月中旬に郵送します。
　現在お使いの福祉医療費
受給者証は、4月から利用でき
ませんので、ご注意ください。
c住民課　☎388‐1115

物価高対応子育て応援手当の申請はお済み
ですか？
　物価高対応子育て応援手当の申請受付期
限は令和8年3月31日（令和8年3月1日から31
日に出生した児童については令和8年4月30
日）までです。下記の条件に該当する方で、まだ
申請をされていない方は期限までに申請してく
ださい。

・令和7年10月1日から令和8年3月31日まで
に出生した児童の養育者
・公務員の方

対象児童1人につき2万円
　詳しくは、町ホームページでご確認ください。
c福祉子ども課　☎388‐1116

住所・氏名・名称の変更登録が
義務化されます！
　「所有者不明土地」の解消に向けて、令和8年4月1日から
不動産の所有者の住所や氏名・名称の変更登記が義務化
されます（令和8年4月1日より前の変更も義務化の対象で
す。）。個人も法人も、変更の日から2年以内に登記をする必
要があり、正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下
の過料が科される可能性があります。
　なお、かんたん・無料の「スマート変更登記」の手続を行え
ば、その後は法務局が職権で住所や氏名・名称の変更登記
を行います。

c岐阜地方法務局　☎245‐3181

小・中学生向け
令和7年度分英語検定料助成
　小・中学生の英語能力向上のため、実用英
語技能検定の検定料を助成しています。

町内在住の小・中学生の保護者
令和7年度に実施された実用英語技

能検定1級から4級※合格、不合格は問いま
せん。

検定料の半額（100円未満切捨て）

①オンライン申請

②申請書（役場企画DX課で配布または町ホ
ームページからダウンロード可能）に個人
成績表の写しを添えて提出。

3月31日（火）
e企画DX課　☎388‐1113

不妊症診断検査費用（保険適用
分も含む）の一部助成について
　不妊症診断検査費用の一部を
助成しています。
　対象者・助成額・申請方法など、
詳しくはQRコードからご確認くだ
さい。

※申請は、原則検査が終了した日
の属する年度内までですが、期
限を過ぎる場合は事前にご連絡
ください。

c健康介護課　☎388‐7171

岐阜基地航空機救難消防訓練
　万が一の航空機事故など発生時の被害を最小
限に止めるため、法律などで定められた訓練を行
います。訓練に伴い黒煙が発生しますが、環境に
配慮しておりますので、ご理解をよろしくお願いし
ます。

3月5日（木）（予備日3月6日（金））
午前5時20分～8時
岐阜基地内

c航空自衛隊岐阜基地渉外室　☎382‐1101

マイナンバーカードの2つの有効期限が
みなさんのカードの安全を守ります

デジタル庁
YouTubeチャンネル動画

デジタル庁
ウェブサイト

▲不妊症検査診断

▲詳しくはこちら

対象

利用時間
利用料金

申請が必要な方

支給額

対象者
検定

助成額
申請方法

申請期限

日時

場所

お　知　ら　せ

Information Box 町からのお知らせ

従業員
 大募集

令和8年3月号
第1186号6 令和8年3月号

第1186号 7 

C K C K



4月からこども誰でも通園制度が始まります
　保護者の就労状況や理由にかかわらず、0歳
6ヵ月から満3歳未満の子どもを保育所などに預
けることができる新しい制度「こども誰でも通園
制度（乳児等通園支援事業）」が4月から始まり
ます。
　保育の専門職のいる環境で、家庭とは異なる
体験や同世代との関わりにより、刺激を受ける
ことができます。

以下の①～③を全て満たす子ども
①笠松町に住民票があること
②0歳6ヵ月～満3歳未満であること
③保育所等に通っていないこと
月10時間まで（子ども1人当たり）
1時間当たり300円程度

※制度の利用には、事前に町への利用認定申
込が必要です。
　定員などの状況によっては利用できない場合
があります。
　詳しくは、町ホームページをご覧ください。
c福祉子ども課　☎388‐1116

福祉医療費受給者証が
4月1日から変わります
　4月1日より、受給資格者番
号が変更になります。
　新しい福祉医療費受給者
証は、3月中旬に郵送します。
　現在お使いの福祉医療費
受給者証は、4月から利用でき
ませんので、ご注意ください。
c住民課　☎388‐1115

物価高対応子育て応援手当の申請はお済み
ですか？
　物価高対応子育て応援手当の申請受付期
限は令和8年3月31日（令和8年3月1日から31
日に出生した児童については令和8年4月30
日）までです。下記の条件に該当する方で、まだ
申請をされていない方は期限までに申請してく
ださい。

・令和7年10月1日から令和8年3月31日まで
に出生した児童の養育者
・公務員の方

対象児童1人につき2万円
　詳しくは、町ホームページでご確認ください。
c福祉子ども課　☎388‐1116

住所・氏名・名称の変更登録が
義務化されます！
　「所有者不明土地」の解消に向けて、令和8年4月1日から
不動産の所有者の住所や氏名・名称の変更登記が義務化
されます（令和8年4月1日より前の変更も義務化の対象で
す。）。個人も法人も、変更の日から2年以内に登記をする必
要があり、正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下
の過料が科される可能性があります。
　なお、かんたん・無料の「スマート変更登記」の手続を行え
ば、その後は法務局が職権で住所や氏名・名称の変更登記
を行います。

c岐阜地方法務局　☎245‐3181

小・中学生向け
令和7年度分英語検定料助成
　小・中学生の英語能力向上のため、実用英
語技能検定の検定料を助成しています。

町内在住の小・中学生の保護者
令和7年度に実施された実用英語技

能検定1級から4級※合格、不合格は問いま
せん。

検定料の半額（100円未満切捨て）

①オンライン申請

②申請書（役場企画DX課で配布または町ホ
ームページからダウンロード可能）に個人
成績表の写しを添えて提出。

3月31日（火）
e企画DX課　☎388‐1113

不妊症診断検査費用（保険適用
分も含む）の一部助成について
　不妊症診断検査費用の一部を
助成しています。
　対象者・助成額・申請方法など、
詳しくはQRコードからご確認くだ
さい。

※申請は、原則検査が終了した日
の属する年度内までですが、期
限を過ぎる場合は事前にご連絡
ください。

c健康介護課　☎388‐7171

岐阜基地航空機救難消防訓練
　万が一の航空機事故など発生時の被害を最小
限に止めるため、法律などで定められた訓練を行
います。訓練に伴い黒煙が発生しますが、環境に
配慮しておりますので、ご理解をよろしくお願いし
ます。

3月5日（木）（予備日3月6日（金））
午前5時20分～8時
岐阜基地内

c航空自衛隊岐阜基地渉外室　☎382‐1101

マイナンバーカードの2つの有効期限が
みなさんのカードの安全を守ります

デジタル庁
YouTubeチャンネル動画

デジタル庁
ウェブサイト

▲不妊症検査診断

▲詳しくはこちら

対象

利用時間
利用料金

申請が必要な方

支給額

対象者
検定

助成額
申請方法

申請期限

日時

場所

お　知　ら　せ

Information Box 町からのお知らせ

従業員
 大募集

令和8年3月号
第1186号6 令和8年3月号

第1186号 7 

C K C K



笠松町消防団　新入団員募集
　共に郷土かさまつを守っていく団員を募集しています。消防団に興味がある方、入団を希望される
方はご連絡ください。

【非常時】◆火災現場での消火・警戒活動
◆災害時の救助・救出・捜索活動

【平常時】◆各種訓練（放水訓練など）
◆車両や機械器具の定期点検
◆防火啓発活動、夜間警戒

町内在住・在勤の18歳以上の方
◆団員報酬、出動手当を個人支給します。
　【団員報酬】例）団員：36,500円/年
　【出動手当】災害出動：8,000円/日　訓練活動：2,000円/回
◆退団時、在職期間と階級に応じて退職報償金を支給。例）団員（5年勤務）200,000円
◆活動中に負傷した場合の公務災害補償制度有り。

c総務課　☎388‐1111

一緒に体づくりをしませんか？令和8年度貯筋くらぶの参加者を募集します
　貯筋くらぶは、転ばない体づくりを目的とした椅子に座ってできる体操教室です。いつまでも元気で
過ごすために一緒に体づくりをしませんか。みなさんのご参加お待ちしています。

町内在住の65歳以上の方
100円/回

福祉健康センター、役場健康介護課窓口、総合交流センターにある
参加申込書に必要事項を記入し、提出
※参加申込書は町ホームページにも掲載しています。
3月19日（木）　※申込期日以降に参加希望される場合は健康介護課までご連絡ください。

介護認定調査員の募集
　町民の方の要介護認定の調査を行う認定調査員を募集します。

　詳しくは健康介護課にお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。
c健康介護課（福祉健康センター）　☎388‐7171

電話相談ボランティア養成講座受講者（相談員）募集
　いのちの電話は、生きるのにさまざまな困難をかかえ苦しんでいる方と心を通わせ生きる力を取り
戻されることを願い、電話やインターネットを使い相談活動をしています。

6月～12月 14回（おおよそ土日の午後）
会場　4月18日（土） 午後2時～3時30分　OKBふれあい会館403号室
リモート　4月24日（金） 午後7時～8時30分

5月15日（金） 午後7時～8時30分
【第1次】4月30日（木）　【第2次】5月20日（水）

c岐阜いのちの電話協会事務局　☎273‐5387　メール：sec@gifu-inochi.comc健康介護課　☎388‐7171

▲町ホームページ

会　場 開催日 定　員

自衛官募集

c自衛隊岐阜地方協力本部 岐阜募集案内所（岐阜基地分室）　☎383‐5118

募集種目 受験資格 受付期間

幹部候補生
一般・飛行 22歳以上26歳未満の者

3月1日（日）～歯科
薬剤科
一般
技能

20歳以上30歳未満の者
20歳以上28歳未満の者
18歳以上52歳未満の者

18歳以上（国家資格保有者）
受付中

試験期日

未定予備自衛官補

幹部候補曹
一般曹候補生
自衛官候補生

20歳以上33歳未満の者

18歳以上33歳未満の者

3月1日（日）～
3月1日（日）～
年間を通じて

▲詳しくはこちら

松枝交流センター

総合交流センター

笠松中央交流センター

第1・3 水曜日　13時30分～15時

第1・3 木曜日　13時30分～15時

第2・4 水曜日　10時～11時30分

第2・4 水曜日　13時30分～15時

福祉健康センター 第1・3 水曜日　10時～11時30分 40人

40人

50人

50人

50人

対　　象

※①～③のすべて
を満たす方

賃　　金

募集人数

①以下のいずれかの資格を取得している方
・保健師　　・看護師　　・歯科衛生士　　・社会福祉士　　・理学療法士
・作業療法士　　・介護福祉士　　・精神保健福祉士　　・管理栄養士
・介護支援専門員

②都道府県または政令指定都市が開催する介護認定調査員研修を受講済み（来年度の研修受
講見込みを含む）の方

③普通運転免許を取得している方

4,200円/件

若干名

募集期間 令和8年3月31日まで

そ の 他 勤務日は調整可能です。

活　　動

入団資格
待　　遇

講座開催期間
説明会（ミニ傾聴講座）

申込締切

対象者
参加料
申込方法

申込期日

募　　　集

Information Box 町からのお知らせ

令和8年3月号
第1186号8 令和8年3月号

第1186号 9

C K C K



笠松町消防団　新入団員募集
　共に郷土かさまつを守っていく団員を募集しています。消防団に興味がある方、入団を希望される
方はご連絡ください。

【非常時】◆火災現場での消火・警戒活動
◆災害時の救助・救出・捜索活動

【平常時】◆各種訓練（放水訓練など）
◆車両や機械器具の定期点検
◆防火啓発活動、夜間警戒

町内在住・在勤の18歳以上の方
◆団員報酬、出動手当を個人支給します。
　【団員報酬】例）団員：36,500円/年
　【出動手当】災害出動：8,000円/日　訓練活動：2,000円/回
◆退団時、在職期間と階級に応じて退職報償金を支給。例）団員（5年勤務）200,000円
◆活動中に負傷した場合の公務災害補償制度有り。

c総務課　☎388‐1111

一緒に体づくりをしませんか？令和8年度貯筋くらぶの参加者を募集します
　貯筋くらぶは、転ばない体づくりを目的とした椅子に座ってできる体操教室です。いつまでも元気で
過ごすために一緒に体づくりをしませんか。みなさんのご参加お待ちしています。

町内在住の65歳以上の方
100円/回

福祉健康センター、役場健康介護課窓口、総合交流センターにある
参加申込書に必要事項を記入し、提出
※参加申込書は町ホームページにも掲載しています。
3月19日（木）　※申込期日以降に参加希望される場合は健康介護課までご連絡ください。

介護認定調査員の募集
　町民の方の要介護認定の調査を行う認定調査員を募集します。

　詳しくは健康介護課にお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。
c健康介護課（福祉健康センター）　☎388‐7171

電話相談ボランティア養成講座受講者（相談員）募集
　いのちの電話は、生きるのにさまざまな困難をかかえ苦しんでいる方と心を通わせ生きる力を取り
戻されることを願い、電話やインターネットを使い相談活動をしています。

6月～12月 14回（おおよそ土日の午後）
会場　4月18日（土） 午後2時～3時30分　OKBふれあい会館403号室
リモート　4月24日（金） 午後7時～8時30分

5月15日（金） 午後7時～8時30分
【第1次】4月30日（木）　【第2次】5月20日（水）

c岐阜いのちの電話協会事務局　☎273‐5387　メール：sec@gifu-inochi.comc健康介護課　☎388‐7171

▲町ホームページ

会　場 開催日 定　員

自衛官募集

c自衛隊岐阜地方協力本部 岐阜募集案内所（岐阜基地分室）　☎383‐5118

募集種目 受験資格 受付期間

幹部候補生
一般・飛行 22歳以上26歳未満の者

3月1日（日）～歯科
薬剤科
一般
技能

20歳以上30歳未満の者
20歳以上28歳未満の者
18歳以上52歳未満の者

18歳以上（国家資格保有者）
受付中

試験期日

未定予備自衛官補

幹部候補曹
一般曹候補生
自衛官候補生

20歳以上33歳未満の者

18歳以上33歳未満の者

3月1日（日）～
3月1日（日）～
年間を通じて

▲詳しくはこちら

松枝交流センター

総合交流センター

笠松中央交流センター

第1・3 水曜日　13時30分～15時

第1・3 木曜日　13時30分～15時

第2・4 水曜日　10時～11時30分

第2・4 水曜日　13時30分～15時

福祉健康センター 第1・3 水曜日　10時～11時30分 40人

40人

50人

50人

50人

対　　象

※①～③のすべて
を満たす方

賃　　金

募集人数

①以下のいずれかの資格を取得している方
・保健師　　・看護師　　・歯科衛生士　　・社会福祉士　　・理学療法士
・作業療法士　　・介護福祉士　　・精神保健福祉士　　・管理栄養士
・介護支援専門員

②都道府県または政令指定都市が開催する介護認定調査員研修を受講済み（来年度の研修受
講見込みを含む）の方

③普通運転免許を取得している方

4,200円/件

若干名

募集期間 令和8年3月31日まで

そ の 他 勤務日は調整可能です。

活　　動

入団資格
待　　遇

講座開催期間
説明会（ミニ傾聴講座）

申込締切

対象者
参加料
申込方法

申込期日

募　　　集

Information Box 町からのお知らせ

令和8年3月号
第1186号8 令和8年3月号

第1186号 9

C K C K



お問い合わせ

笠 松 町 役 場

議 会 事 務 局
総 務 課
税 務 課
企 画 D X 課
未 来 創 造 室
環 境 経 済 課
住 民 課
福 祉 子 ど も 課
建 設 課
水 道 課
会 計 課
水道料金事務センター

388‐1111
387‐5816
388‐1110
388‐1111
388‐1112
388‐1113
388‐1127
388‐1114
388‐1115
388‐1116
388‐1117
388‐1118
388‐1119
388‐1175

）

まちの人口

人口
男
女

世帯数

人
人
人
世帯

（
（
（
（

）
）
）
）

☎
FAX
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎

福祉健康センター

福 祉 会 館
こども館「かさくら」
笠松中央交流センター

松枝交流センター
総合交流センター
歴 史 未 来 館
学校給食センター
ふ ら っ と 笠 松

（健康介護課）
388‐7171
387‐1121
388‐0811

（教育文化課）
388‐3231
387‐0156
387‐8432
388‐0161
387‐5321
388‐2355

☎
☎
☎

☎
☎
☎
☎
☎
☎

テレホンサービス
防災行政無線アンサーバック
（過去の放送を聞くことができます）
火災情報テレホンサービス
（羽島郡内の火災発生状況を

聞くことができます）

388‐4930

387‐0100

☎

☎

（

笠松町農業委員会の委員募集
　7月31日に任期満了を迎える笠松町農業委員会の委員を推薦・応募により募集します。

15人（推薦・応募あわせて）　　任期　8月1日から3年
農地の権利移動、転用などの農地法に基づく農業委員会の権限に属する事項について
の審議や承認、遊休農地の防止・解消、農地利用の集積・集約化などの現場活動
3月3日（火）～30日（月）　※郵送による提出の場合は3月30日（月）必着

次の区分に沿って、必要書類（環境経済課で配布または町ホームページからダウ
ンロード可能）を提出または郵送してください。

e〒501‐6181　笠松町司町1番地　農業委員会事務局（環境経済課内）　☎388‐1114

無料県民総合相談「何でも相談フェア」
　県内の12士業の専門家が、日常生活や仕事
での様々な問題の相談を無料でお受けします。

3月17日（火）午前10時～正午
午後1時～3時

岐阜市役所 6階 大会議室
（岐阜市司町40番地1）

弁護士、司法書士、税理士、公認会計
士、不動産鑑定士、弁理士、社会保険労務士、
中小企業診断士、行政書士、土地家屋調査士、
技術士、宅地建物取引士

法律、登記、税務、会計監査、不動
産の価格・賃料、発明・デザイン・商標などの知
的財産、社会保険・労働保険・労務管理、経営、
許認可、土地の境界紛争、技術、土地建物売
買・空き家など

不要　当日会場受付（先着順）
c岐阜県行政書士会　☎263‐6580

成年後見制度に関する相談会
　認知症、知的障がい、精神障がいのため、判断能力が十分でな
い方が、安心して生活できるよう、福祉サービスの契約や金銭管
理など、その方を守るために成年後見制度があります。
　成年後見制度を知りたい、申し立ての手続き方法を知りたいな
ど、社会福祉士による相談会を開催します。

3月26日（木）　午後1時30分～3時
役場第1会議室

無料　　相談時間　1件当たり30分以内
予約優先

c福祉子ども課　☎388‐1116

電柱にカラスの巣を発見したら、ご連絡を
　カラスは3月頃から営巣活動を開始します。カラスの巣が原因
で停電が発生することがあるので、発見した場合は中部電力まで
連絡してください。
　また、カラスの巣確認シートが
巻いてある電柱は連絡不要です。
c中部電力パワーグリッド（株）
　岐阜支社　☎0120‐924‐148

コンビニ交付サービスに関するアンケート
　マイナンバーカードを利用した各種証明書のコン
ビニ交付サービスについて、アンケート調査を実施し
ます。皆様のご協力をお願いします。

QRコードから回答
※無記名のアンケートのため、個人が特定されることはありません。
c住民課　☎388‐1115

令和8年2月1日現在（前月比）
21,853
10,653
11,200
9,726

減
減
減
減

20
12
8
11

区分

推薦
個人推薦
団体推薦

応募

提出書類

推薦書　

応募申込書

方　　法
推薦代表者と2人以上の個人連名により推薦
農業者が組織する法人または団体が推薦
自らが委員に応募

名馬、名手の里　ドリームスタジアム

3月の開催日程

笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!

3日（火）・4日（水）・5日（木）・6日（金）
16日（月）・18日（水）・19日（木）・20日（金祝）

30日（月）・31日（火）
詳細は、笠松競馬場ホームページをご覧ください
https://www.kasamatsu-keiba.com/

5日（木） 第3回 ジュニアグローリー（SPⅡ）
20日（金祝） 第47回 マーチカップ（SPⅡ）
5・20日はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送予定！5・20日はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送予定！

公式SNSで笠松けいばの色々な
情報を日々、配信しています。

定員
業務内容

受付期間
推薦・応募期間

日時

場所

相談員

相談内容

申込

日時
場所
相談費用
申込

回答方法

相　　　談

お　願　い

ア　ン　ケ　ー　ト

Information Box 町からのお知らせ

令和8年3月号
第1186号10 令和8年3月号

第1186号 11

C K C K



お問い合わせ

笠 松 町 役 場

議 会 事 務 局
総 務 課
税 務 課
企 画 D X 課
未 来 創 造 室
環 境 経 済 課
住 民 課
福 祉 子 ど も 課
建 設 課
水 道 課
会 計 課
水道料金事務センター

388‐1111
387‐5816
388‐1110
388‐1111
388‐1112
388‐1113
388‐1127
388‐1114
388‐1115
388‐1116
388‐1117
388‐1118
388‐1119
388‐1175

）

まちの人口

人口
男
女

世帯数

人
人
人
世帯

（
（
（
（

）
）
）
）

☎
FAX
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎

福祉健康センター

福 祉 会 館
こども館「かさくら」
笠松中央交流センター

松枝交流センター
総合交流センター
歴 史 未 来 館
学校給食センター
ふ ら っ と 笠 松

（健康介護課）
388‐7171
387‐1121
388‐0811

（教育文化課）
388‐3231
387‐0156
387‐8432
388‐0161
387‐5321
388‐2355

☎
☎
☎

☎
☎
☎
☎
☎
☎

テレホンサービス
防災行政無線アンサーバック
（過去の放送を聞くことができます）
火災情報テレホンサービス
（羽島郡内の火災発生状況を

聞くことができます）

388‐4930

387‐0100

☎

☎

（

笠松町農業委員会の委員募集
　7月31日に任期満了を迎える笠松町農業委員会の委員を推薦・応募により募集します。

15人（推薦・応募あわせて）　　任期　8月1日から3年
農地の権利移動、転用などの農地法に基づく農業委員会の権限に属する事項について
の審議や承認、遊休農地の防止・解消、農地利用の集積・集約化などの現場活動
3月3日（火）～30日（月）　※郵送による提出の場合は3月30日（月）必着

次の区分に沿って、必要書類（環境経済課で配布または町ホームページからダウ
ンロード可能）を提出または郵送してください。

e〒501‐6181　笠松町司町1番地　農業委員会事務局（環境経済課内）　☎388‐1114

無料県民総合相談「何でも相談フェア」
　県内の12士業の専門家が、日常生活や仕事
での様々な問題の相談を無料でお受けします。

3月17日（火）午前10時～正午
午後1時～3時

岐阜市役所 6階 大会議室
（岐阜市司町40番地1）

弁護士、司法書士、税理士、公認会計
士、不動産鑑定士、弁理士、社会保険労務士、
中小企業診断士、行政書士、土地家屋調査士、
技術士、宅地建物取引士

法律、登記、税務、会計監査、不動
産の価格・賃料、発明・デザイン・商標などの知
的財産、社会保険・労働保険・労務管理、経営、
許認可、土地の境界紛争、技術、土地建物売
買・空き家など

不要　当日会場受付（先着順）
c岐阜県行政書士会　☎263‐6580

成年後見制度に関する相談会
　認知症、知的障がい、精神障がいのため、判断能力が十分でな
い方が、安心して生活できるよう、福祉サービスの契約や金銭管
理など、その方を守るために成年後見制度があります。
　成年後見制度を知りたい、申し立ての手続き方法を知りたいな
ど、社会福祉士による相談会を開催します。

3月26日（木）　午後1時30分～3時
役場第1会議室

無料　　相談時間　1件当たり30分以内
予約優先

c福祉子ども課　☎388‐1116

電柱にカラスの巣を発見したら、ご連絡を
　カラスは3月頃から営巣活動を開始します。カラスの巣が原因
で停電が発生することがあるので、発見した場合は中部電力まで
連絡してください。
　また、カラスの巣確認シートが
巻いてある電柱は連絡不要です。
c中部電力パワーグリッド（株）
　岐阜支社　☎0120‐924‐148

コンビニ交付サービスに関するアンケート
　マイナンバーカードを利用した各種証明書のコン
ビニ交付サービスについて、アンケート調査を実施し
ます。皆様のご協力をお願いします。

QRコードから回答
※無記名のアンケートのため、個人が特定されることはありません。
c住民課　☎388‐1115

令和8年2月1日現在（前月比）
21,853
10,653
11,200
9,726

減
減
減
減

20
12
8
11

区分

推薦
個人推薦
団体推薦

応募

提出書類

推薦書　

応募申込書

方　　法
推薦代表者と2人以上の個人連名により推薦
農業者が組織する法人または団体が推薦
自らが委員に応募

名馬、名手の里　ドリームスタジアム

3月の開催日程

笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!

3日（火）・4日（水）・5日（木）・6日（金）
16日（月）・18日（水）・19日（木）・20日（金祝）

30日（月）・31日（火）
詳細は、笠松競馬場ホームページをご覧ください
https://www.kasamatsu-keiba.com/

5日（木） 第3回 ジュニアグローリー（SPⅡ）
20日（金祝） 第47回 マーチカップ（SPⅡ）
5・20日はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送予定！5・20日はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送予定！

公式SNSで笠松けいばの色々な
情報を日々、配信しています。

定員
業務内容

受付期間
推薦・応募期間

日時

場所

相談員

相談内容

申込

日時
場所
相談費用
申込

回答方法

相　　　談

お　願　い

ア　ン　ケ　ー　ト

Information Box 町からのお知らせ

令和8年3月号
第1186号10 令和8年3月号

第1186号 11

C K C K



　暮石 樹さんによるダンボールを利用した作品展を開催します。
4月4日（土）～5月10日（日）

午前9時～午後5時　　場所　歴史未来館
無料
月曜日（祝日、振替休日の場合はその翌日）

c歴史未来館　☎388‐0161

企画展「懐しさと面白さが新しいダンボール工作展」

4月18日（土） 午前9時30分～11時30分
暮石 樹氏
歴史未来館 1階 多目的ホール
ダンボールで恐竜をつくります
10人（小学生以上 先着順・小学生以下は保護者同伴）

300円　　持ち物　はさみ・カッターナイフ
インターネットによる事前申込
※3月18日（水）午前9時から申込開始

ワークショップ開催

歴史未来館からのお知らせ歴史未来館からのお知らせ歴史未来館からのお知らせ
History＆Future 

　今回開催する暮石さんの段ボールアートは、
身近にある不要になった段ボールを再利用し
て制作されている点が大きな特徴です。本来
であれば捨てられてしまう段ボールに新たな
価値を与え、作品として生まれ変わらせるそ
の姿は、まさに「再生」のアート。「もったいな
い」という気持ちを出発点に、資源を大切に
する意識を育てる取り組みとして、SDGsの
視点からも高く評価されています。
　企画展のテーマは「おとぎ話・メルヘンの
世界」。会場には、シンデレラ城や竜宮城など、
どこか懐かしさを感じさせる作品が並びます。
夜空を見上げるかぐや姫の作品にはUFOが
登場するなど、思わず微笑んでしまう遊び心
も感じられます。
　一方で、赤ずきんちゃんとオオカミの作品か
らは、物音を立てずに獲物を待つ緊張感や、
今にも姿を現しそうな不気味さが漂い、童話
の中に潜む“怖さ”もしっかりと表現されてい
ます。
　段ボールならではの柔らかな質感と、主人
公たちの優しい表情、それとは対照的なオオ
カミの鋭い眼差しが、物語の世界観をより深く

印象づけます。素材の素朴さと、細部まで丁
寧に作り込まれた造形は、子どもから大人ま
で世代を超えて多くの人の目を楽しませてく
れます。
　また、軽くて安全な段ボールは、小学生の
お子さんでも安心して扱える素材です。会期
中にはワークショップも開催され、作品づくり
を通して味わう「ものづくりの楽しさ」や「達
成感」も魅力の一つです。
　作品に触れ、制作を楽しむ中で、物を大切
にする心が自然と育まれる段ボールアート。
環境と人にやさしく、想像力を刺激しながら心
を癒やしてくれるアートの世界を、ぜひこの機
会にお楽しみください。

▲申込みはこちらから

　家電4品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）は町では回収できませんので、
「不燃ごみ」や「粗大ごみ」には出さないでください。

エアコン（室外機含む） テレビ 冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機・衣類乾燥機

　メーカーや大きさにより異なりますので、家電リサイクル券
センターに確認してください。

小売店に引き取りを依頼する
処分したい家電を購入した小売店や、新たに買い換えする小売店に引き取りを依頼する。

自分で「指定引取場所」に直接持ち込む
郵便局で「リサイクル料金」を支払い、自分で「指定引取場所」に持ち込む。
・指定引取場所は、家電リサイクル券センターに確認してください。
・持込みに際して事前の連絡は不要です。

町の許可業者に引き取りを依頼する
町の許可業者に「リサイクル料金」と「収集運搬料金」を支払い、引き取りを依頼する。

【町の許可業者（有料）】
・㈲内田商会（笠松町大池町9‐1）☎388‐1006　・㈱高島衛生（岐南町平成6‐110）☎248‐0089

ごみの処分に「無許可の回収業者」は使用しないでください！
　無許可の回収業者によって回収されたごみが不法投棄された事例や、回収時に高額な
処理料金を請求された事例が報告されています。
　引っ越しなどに伴う一時的な多量ごみや、収集日に出せないごみは、町の許可業者へ
処分を依頼してください。

〈家電リサイクル券センター〉
☎0120‐319‐640（フリーダイヤル）受付時間：午前9時～午後6時（日・祝除く）

リサイクル料金

c環境経済課　☎388‐1114

家電4品目の処分方法

処分方法
¥

たつる

▲ワークショップで制作する恐竜

展示期間
時間
入館料
休館日

日時
講師
場所
内容
定員
材料費
申込方法

「未来へつなぐ、再生アート」
Columnコラム 見る！知る！学ぶ！れきみ通信

Columnコラム ごみを減らしましょう

各種証明書の取得は、
（住民票・印鑑・税）

が便利です！
コンビニ交付コンビニ交付コンビニ交付

令和8年3月号
第1186号12 令和8年3月号

第1186号 13

C K C K



　暮石 樹さんによるダンボールを利用した作品展を開催します。
4月4日（土）～5月10日（日）

午前9時～午後5時　　場所　歴史未来館
無料
月曜日（祝日、振替休日の場合はその翌日）

c歴史未来館　☎388‐0161

企画展「懐しさと面白さが新しいダンボール工作展」

4月18日（土） 午前9時30分～11時30分
暮石 樹氏
歴史未来館 1階 多目的ホール
ダンボールで恐竜をつくります
10人（小学生以上 先着順・小学生以下は保護者同伴）

300円　　持ち物　はさみ・カッターナイフ
インターネットによる事前申込
※3月18日（水）午前9時から申込開始

ワークショップ開催

歴史未来館からのお知らせ歴史未来館からのお知らせ歴史未来館からのお知らせ
History＆Future 

　今回開催する暮石さんの段ボールアートは、
身近にある不要になった段ボールを再利用し
て制作されている点が大きな特徴です。本来
であれば捨てられてしまう段ボールに新たな
価値を与え、作品として生まれ変わらせるそ
の姿は、まさに「再生」のアート。「もったいな
い」という気持ちを出発点に、資源を大切に
する意識を育てる取り組みとして、SDGsの
視点からも高く評価されています。
　企画展のテーマは「おとぎ話・メルヘンの
世界」。会場には、シンデレラ城や竜宮城など、
どこか懐かしさを感じさせる作品が並びます。
夜空を見上げるかぐや姫の作品にはUFOが
登場するなど、思わず微笑んでしまう遊び心
も感じられます。
　一方で、赤ずきんちゃんとオオカミの作品か
らは、物音を立てずに獲物を待つ緊張感や、
今にも姿を現しそうな不気味さが漂い、童話
の中に潜む“怖さ”もしっかりと表現されてい
ます。
　段ボールならではの柔らかな質感と、主人
公たちの優しい表情、それとは対照的なオオ
カミの鋭い眼差しが、物語の世界観をより深く

印象づけます。素材の素朴さと、細部まで丁
寧に作り込まれた造形は、子どもから大人ま
で世代を超えて多くの人の目を楽しませてく
れます。
　また、軽くて安全な段ボールは、小学生の
お子さんでも安心して扱える素材です。会期
中にはワークショップも開催され、作品づくり
を通して味わう「ものづくりの楽しさ」や「達
成感」も魅力の一つです。
　作品に触れ、制作を楽しむ中で、物を大切
にする心が自然と育まれる段ボールアート。
環境と人にやさしく、想像力を刺激しながら心
を癒やしてくれるアートの世界を、ぜひこの機
会にお楽しみください。

▲申込みはこちらから

　家電4品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）は町では回収できませんので、
「不燃ごみ」や「粗大ごみ」には出さないでください。

エアコン（室外機含む） テレビ 冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機・衣類乾燥機

　メーカーや大きさにより異なりますので、家電リサイクル券
センターに確認してください。

小売店に引き取りを依頼する
処分したい家電を購入した小売店や、新たに買い換えする小売店に引き取りを依頼する。

自分で「指定引取場所」に直接持ち込む
郵便局で「リサイクル料金」を支払い、自分で「指定引取場所」に持ち込む。
・指定引取場所は、家電リサイクル券センターに確認してください。
・持込みに際して事前の連絡は不要です。

町の許可業者に引き取りを依頼する
町の許可業者に「リサイクル料金」と「収集運搬料金」を支払い、引き取りを依頼する。

【町の許可業者（有料）】
・㈲内田商会（笠松町大池町9‐1）☎388‐1006　・㈱高島衛生（岐南町平成6‐110）☎248‐0089

ごみの処分に「無許可の回収業者」は使用しないでください！
　無許可の回収業者によって回収されたごみが不法投棄された事例や、回収時に高額な
処理料金を請求された事例が報告されています。
　引っ越しなどに伴う一時的な多量ごみや、収集日に出せないごみは、町の許可業者へ
処分を依頼してください。

〈家電リサイクル券センター〉
☎0120‐319‐640（フリーダイヤル）受付時間：午前9時～午後6時（日・祝除く）

リサイクル料金

c環境経済課　☎388‐1114

家電4品目の処分方法

処分方法
¥

たつる

▲ワークショップで制作する恐竜

展示期間
時間
入館料
休館日

日時
講師
場所
内容
定員
材料費
申込方法

「未来へつなぐ、再生アート」
Columnコラム 見る！知る！学ぶ！れきみ通信

Columnコラム ごみを減らしましょう

各種証明書の取得は、
（住民票・印鑑・税）

が便利です！
コンビニ交付コンビニ交付コンビニ交付

令和8年3月号
第1186号12 令和8年3月号

第1186号 13

C K C K



防災情報をスマートフォンなどに配信しています

4月のこども館「かさくら」行事4月のこども館「かさくら」行事

申込開始　3月1日（日）

eこども館「かさくら」　☎388‐0811

c総務課　☎388‐1111

対　象 内　容 日にち 時　間 定員 申込

乳幼児親子

小学生
小中学生
高校生

中学生
高校生

8日（水）
2日（木）
3日（金）
21日（火）
22日（水）
26日（日）
25日（土）
26日（日）

8日（水）

25日（土）

10：00～10：45

10：00～10：30

10：00～10：45
14：00～16：30
13：30～16：30

18：00～21：00

18：00～20：00

20組

各10組

各10人

6人

－

要

不要

子育てサロン

ピヨピヨひろば

手づくりパーク

つくってみよう
子ども相談室
ボードゲームDay
ティーンズスペース
（中高生の居場所）
ティーンズテーマトーク

小中学生・高校生
（町外の方も） 卓球あそび 4日（土） 13：00～15：00 4組 不要

■笠松町公式LINE
〈登録方法〉
LINEメニューの友だち追加から
ID「kasamatsu-town」を検索

■あんしんかさまつメール
〈登録方法〉
「bousai.kasamatsutown@raiden3
.ktaiwork.jp」へメール送信

■エリアメール
〈登録方法〉
「笠松町エリアメール」と検索し、
町ホームページをご確認ください。

▲町公式LINE

▲あんしん
かさまつメール

▲町ホームページ

▲町ホームページ
Yahoo!防災
速報ページ

■Yahoo!防災速報
〈登録方法〉
アプリをダウンロードし、地域
設定で「笠松町」を選択

■ぎふ川と道のアラームメール
〈配信される情報〉
・気象情報
・道路の規制情報
・河川の水位情報等
〈登録方法〉
岐阜県ホームページをご確認ください。

■岐阜県公式LINE
〈確認できる内容〉
・ハザードマップの確認
・河川水位情報、避難情報等
〈登録方法〉
LINEメニューの友だち追加から
ID「@gifugifu」を検索

■岐阜県危機管理部X
〈確認できる内容〉
・防災に関する情報
・防災などに関するイベント情報
〈登録方法〉
Xで「岐阜県危機管理部」を検索

▲岐阜県
ホームページ

▲県防災LINE

▲県危機管理部X

いざという時に備
えて、事前に登録
や情報の確認を
しておきましょう。

町からの避難情報や緊急情報を受け取る 県からの防災情報を受け取る

国民年金保険料の後払い（追納）ができます
　国民年金保険料（以下、「保険料」）の免除・納付猶予や学生納付特例（以下、「免除
等」）の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合に比べて、将来受け
取る年金額が少なくなります。将来受け取る年金額を補うために、保険料を後から納付（追
納）することができます。
●申請方法
　国民年金保険料追納申込書を年金事務所に持参または郵送で提出してください。納付
書が届きますので期限内に納付してください。

c岐阜南年金事務所　☎273‐6161　／　住民課　☎388‐1115

学生納付特例制度は年度ごとの申請が必要です
　現在、学生納付特例の承認を受けていて、令和8年度学生納付特例を希望される方は
申請が必要です。令和8年4月以降に日本年金機構から送付される通知に記入して返送ま
たは学生証を持参し、年金事務所または役場住民課に申請書を提出してください。なお、令
和8年度分の受付開始は、令和8年4月からです。

●注意事項
・口座振替、クレジットでの納付はできません。
・追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間です。
・免除等が承認された期間のうち、原則古い期間からの納付になります。
・免除等を承認された期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場
合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
・老齢基礎年金を受給できる方は追納できません。

外出先での地震の対処について
羽島郡広域連合消防本部　☎388‐1195消防署

　地震が発生した時、どのように行動すれ
ばよいのか準備していますか。
　特に人が多い場所や慣れない場所では、
パニックが広がりやすいため注意が必要で
す。落ち着いて行動し被害を最小限に抑え
るためには、日ごろから意識を持って行動で
きる準備をしておくことが大切です。
　そこで今回は、外出中に地震が発生した
時の対処法を紹介します。
〈対処法〉
1.屋外にいるとき
　周囲の危険を確認し、ガラスや看板など
落下物の可能性がある場所から離れましょ
う。歩道では建物沿いは避け、歩道の中央
など比較的安全な場所で身を低くして揺れ
が収まるのを待ちましょう。
2.商業施設・ショッピングモールにいるとき
　商品が落下しやすいため、商品棚から離
れて大きな柱や壁際に移動しましょう。また、
無理に出口に向かわず、館内放送や係員の
指示に従って行動しましょう。

3.電車やバスに乗っているとき
　緊急停止に備えて手すりや吊革につかま
りましょう。安全が確認されるまで荷物など
で頭を守りながら、車内放送や乗務員の指
示に従って行動しましょう。
4.車を運転しているとき
　ハザードランプを点灯させ徐々に速度を落
とし道路の左側に停車して様子をみましょう。
　車を置いて避難する場合は、窓を閉めエ
ンジンを止めて鍵をつけたままドアロックせ
ずに避難しましょう。
5.海岸や河川の近くにいるとき
　揺れの大小に関わらず津波を想定し、高
台に避難しましょう。高台がないところでは
できるだけ海岸や河
川から離れましょう。
　いつどこで発生す
るか分からない地震
に備え、落ち着いて
行動できるよう日ごろ
から準備しましょう。

令和8年3月号
第1186号14 令和8年3月号

第1186号 15

C K C K



防災情報をスマートフォンなどに配信しています

4月のこども館「かさくら」行事4月のこども館「かさくら」行事

申込開始　3月1日（日）

eこども館「かさくら」　☎388‐0811

c総務課　☎388‐1111

対　象 内　容 日にち 時　間 定員 申込

乳幼児親子

小学生
小中学生
高校生

中学生
高校生

8日（水）
2日（木）
3日（金）
21日（火）
22日（水）
26日（日）
25日（土）
26日（日）

8日（水）

25日（土）

10：00～10：45

10：00～10：30

10：00～10：45
14：00～16：30
13：30～16：30

18：00～21：00

18：00～20：00

20組

各10組

各10人

6人

－

要

不要

子育てサロン

ピヨピヨひろば

手づくりパーク

つくってみよう
子ども相談室
ボードゲームDay
ティーンズスペース
（中高生の居場所）
ティーンズテーマトーク

小中学生・高校生
（町外の方も） 卓球あそび 4日（土） 13：00～15：00 4組 不要

■笠松町公式LINE
〈登録方法〉
LINEメニューの友だち追加から
ID「kasamatsu-town」を検索

■あんしんかさまつメール
〈登録方法〉
「bousai.kasamatsutown@raiden3
.ktaiwork.jp」へメール送信

■エリアメール
〈登録方法〉
「笠松町エリアメール」と検索し、
町ホームページをご確認ください。

▲町公式LINE

▲あんしん
かさまつメール

▲町ホームページ

▲町ホームページ
Yahoo!防災
速報ページ

■Yahoo!防災速報
〈登録方法〉
アプリをダウンロードし、地域
設定で「笠松町」を選択

■ぎふ川と道のアラームメール
〈配信される情報〉
・気象情報
・道路の規制情報
・河川の水位情報等
〈登録方法〉
岐阜県ホームページをご確認ください。

■岐阜県公式LINE
〈確認できる内容〉
・ハザードマップの確認
・河川水位情報、避難情報等
〈登録方法〉
LINEメニューの友だち追加から
ID「@gifugifu」を検索

■岐阜県危機管理部X
〈確認できる内容〉
・防災に関する情報
・防災などに関するイベント情報
〈登録方法〉
Xで「岐阜県危機管理部」を検索

▲岐阜県
ホームページ

▲県防災LINE

▲県危機管理部X

いざという時に備
えて、事前に登録
や情報の確認を
しておきましょう。

町からの避難情報や緊急情報を受け取る 県からの防災情報を受け取る

国民年金保険料の後払い（追納）ができます
　国民年金保険料（以下、「保険料」）の免除・納付猶予や学生納付特例（以下、「免除
等」）の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合に比べて、将来受け
取る年金額が少なくなります。将来受け取る年金額を補うために、保険料を後から納付（追
納）することができます。
●申請方法
　国民年金保険料追納申込書を年金事務所に持参または郵送で提出してください。納付
書が届きますので期限内に納付してください。

c岐阜南年金事務所　☎273‐6161　／　住民課　☎388‐1115

学生納付特例制度は年度ごとの申請が必要です
　現在、学生納付特例の承認を受けていて、令和8年度学生納付特例を希望される方は
申請が必要です。令和8年4月以降に日本年金機構から送付される通知に記入して返送ま
たは学生証を持参し、年金事務所または役場住民課に申請書を提出してください。なお、令
和8年度分の受付開始は、令和8年4月からです。

●注意事項
・口座振替、クレジットでの納付はできません。
・追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間です。
・免除等が承認された期間のうち、原則古い期間からの納付になります。
・免除等を承認された期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場
合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
・老齢基礎年金を受給できる方は追納できません。

外出先での地震の対処について
羽島郡広域連合消防本部　☎388‐1195消防署

　地震が発生した時、どのように行動すれ
ばよいのか準備していますか。
　特に人が多い場所や慣れない場所では、
パニックが広がりやすいため注意が必要で
す。落ち着いて行動し被害を最小限に抑え
るためには、日ごろから意識を持って行動で
きる準備をしておくことが大切です。
　そこで今回は、外出中に地震が発生した
時の対処法を紹介します。
〈対処法〉
1.屋外にいるとき
　周囲の危険を確認し、ガラスや看板など
落下物の可能性がある場所から離れましょ
う。歩道では建物沿いは避け、歩道の中央
など比較的安全な場所で身を低くして揺れ
が収まるのを待ちましょう。
2.商業施設・ショッピングモールにいるとき
　商品が落下しやすいため、商品棚から離
れて大きな柱や壁際に移動しましょう。また、
無理に出口に向かわず、館内放送や係員の
指示に従って行動しましょう。

3.電車やバスに乗っているとき
　緊急停止に備えて手すりや吊革につかま
りましょう。安全が確認されるまで荷物など
で頭を守りながら、車内放送や乗務員の指
示に従って行動しましょう。
4.車を運転しているとき
　ハザードランプを点灯させ徐々に速度を落
とし道路の左側に停車して様子をみましょう。
　車を置いて避難する場合は、窓を閉めエ
ンジンを止めて鍵をつけたままドアロックせ
ずに避難しましょう。
5.海岸や河川の近くにいるとき
　揺れの大小に関わらず津波を想定し、高
台に避難しましょう。高台がないところでは
できるだけ海岸や河
川から離れましょう。
　いつどこで発生す
るか分からない地震
に備え、落ち着いて
行動できるよう日ごろ
から準備しましょう。
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1 総括

（1）人件費の状況（普通会計決算）

2 職員の平均給与月額、初任給などの状況

（1）職員の平均年齢・平均給料月額・
　　平均給与月額の状況（令和7年4月1日現在）

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

標準的な
職務内容

会計管理者・部長・参与

課長・参事・所長

主幹

副主幹・主任技術主査

主査・技術主査

主任・主任技師

主事・技師

1号給の
給料月額

408,300円

355,200円

321,300円

298,800円

265,300円

230,000円

183,500円

最高号給の
給料月額

450,900円

415,700円

398,200円

386,100円

354,700円

308,500円

258,100円

構成比

7.4%

9.6%

8.5%

6.4%

27.7%

35.1%

5.3%

職員数区分

7人

9人

8人

6人

26人

33人

5人

区　分 笠松町

一般行政職

医療職（保健師）

大学卒
高校卒
大学卒
短大3卒

220,000円
188,000円
255,400円
249,400円

国
220,000円
188,000円

－
－

区　分 R6年度
住民基本台帳人口（令和6年1月1日）

歳出額　A
実質収支
人件費　B

人件費率　B／A
（参考）令和5年度の人件費率

21,829人
8,242,448千円

564,871千円
1,046,412千円

12.7%
12.4%

（2）職員の初任給の状況（令和7年4月1日現在）

区　分 経験年数
10年

一般
行政職

大学卒
高校卒

262,700円
－

経験年数
20年

322,486円
－

経験年数
25年

388,700円
－

経験年数
30年

397,467円
378,900円

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の
　　状況（令和7年4月1日現在）

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）
区　分 R6年度
職員数　A

給与費

給　料
職員手当

期末・勤勉手当
計　B

1人当たり給与費　B／A

108人
388,336千円
60,506千円

163,449千円
612,291千円

5,669千円
（注）1　職員手当には退職手当を含みません。

2　職員数は、令和6年4月1日現在の人数です。

（注）1　笠松町の給与条例に基づく給料表の級区分による
職員数です。

2　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代
表的な職務です。

（注）「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養
手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手
当の額を合計したものです。

一般行政職
平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
42.5歳 321,400円 369,346円

3 一般行政職の級別職員数などの状況

（1）一般行政職の級別職員数の状況
　　（令和7年4月1日現在）

0

10
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40
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60

70

80

90

%
100

令和7年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比

町職員の給与などを公表します
職員の給与などの実態を皆さんにご理解いただくため、その状況を公表します。

（注）（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ 人事評価を実施した

活用している昇給区分

上位、標準、下位の区分

上位、標準の区分

標準、下位の区分

標準の区分のみ（一律）

ロ 人事評価を実施していない

活用予定時期

手当の名称 左記職員に対
する支給単価

感染症防疫
作業手当

死体取扱
手当

犬・猫等死体
取扱手当

日額1,000円

1回1,000円

1回300円

支給実績
（令和6年度決算）

0千円

0千円

0千円

主な支給
対象業務

感染症
患者の
救護など

死体取扱
作業

主な支給
対象職員

感染症防疫作
業に従事する
職員

行旅病死人な
どの死体取扱
作業に従事す
る職員

犬・猫など死
体取扱作業に
従事する職員

○

昇給可能
な区分

○

○

昇給実績が
ある区分

○

昇給可能
な区分

○

○

昇給実績が
ある区分

令和7年度中における運用 管理職員 一般職員

（3）昇給への人事評価の活用状況

（2）国との給料表カーブ比較表（行政職（一））
　　（令和7年4月1日現在）

（4）特殊勤務手当

1人当たり平均支給額（令和6年度） 1,488千円

（令和6年度支給割合） 勤勉手当

2.10月分

（1.000）月分

期末手当

2.50月分

（1.400）月分

（加算措置の状況）

5%～15%

職制上の段階、職務の級などによる加算措置

役職加算

4 職員の手当の状況（令和7年4月1日現在）

（1）期末手当・勤勉手当

（注）退職手当の1人当たり平均支給額は、令和6年度に退職
した職員に支給された平均額です。

○勤勉手当への人事評価の活用状況

1人当たり平均支給額
死亡・定年

（支給率）

勤続20年

勤続25年

勤続35年

最高限度額

24.586875月分

33.27075月分

47.709月分

47.709月分

19.6695月分

28.0395月分

39.7575月分

47.709月分

（2）退職手当

（3）地域手当　制度なし

イ 人事評価を実施している

活用している成績率

上位、標準、下位の成績率

上位、標準の成績率

標準、下位の成績率

標準の成績率のみ（一律）

ロ 人事評価を実施していない

活用予定時期

○

支給可能
な成績率

○

○

支給実績が
ある成績率

○

支給可能
な成績率

○

○

支給実績が
ある成績率

令和7年度中における運用 管理職員 一般職員

自己都合

－7,006千円

支給実績（令和6年度決算）

支給職員1人当たり平均支給年額（令和6年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和6年度）

手当の種類

0千円

0円

0.00%

3種類

（5）時間外勤務手当
支給実績（令和6年度決算）

職員1人当たり平均支給年額（令和6年度決算）

支給実績（令和5年度決算）

職員1人当たり平均支給年額（令和5年度決算）

22,799千円

281千円

15,584千円

208千円

60
（万円）

50

40

30

20

10

0
昇　給

給
　
料
　
月
　
額

国10級（特に重要課長）国10級（特に重要課長）

国9級（課長）国9級（課長）

国8級（困難室長）国8級（困難室長）

国7級（室長）　町7級（部長）国7級（室長）　町7級（部長）

国6級（困難課長補佐）　町6級（課長）国6級（困難課長補佐）　町6級（課長）
国5級（課長補佐）　町5級（主幹）国5級（課長補佐）　町5級（主幹）
国4級（困難係長）　町4級（副主幹）国4級（困難係長）　町4級（副主幹）

国3級（係長）
町3級（主幹）
国3級（係長）
町3級（主幹）

国2級（上級係長）　町2級（主任）国2級（上級係長）　町2級（主任）

国1級（係員）　町1級（主事）国1級（係員）　町1級（主事）

笠松町（R7年）
国家公務員（R7年）

1級 5.3%1級 5.3%

2級 35.1%2級 35.1%

3級 27.7%3級 27.7%

4級 6.4%4級 6.4%

5級 8.5%5級 8.5%

6級 9.6%6級 9.6%

7級 7.4%7級 7.4%

1級 8.3%1級 8.3%

2級 32.3%2級 32.3%

3級 25.0%3級 25.0%

4級 10.4%4級 10.4%

5級 6.3%5級 6.3%

6級 10.4%6級 10.4%

7級 7.3%7級 7.3%

1級 6.5%1級 6.5%

2級 40.2%2級 40.2%

3級 18.5%3級 18.5%

4級 10.9%4級 10.9%

5級 6.5%5級 6.5%

6級 9.8%6級 9.8%

7級 7.6%7級 7.6%

令和8年3月号
第1186号16 令和8年3月号

第1186号 17

C K C K



1 総括

（1）人件費の状況（普通会計決算）

2 職員の平均給与月額、初任給などの状況

（1）職員の平均年齢・平均給料月額・
　　平均給与月額の状況（令和7年4月1日現在）

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

標準的な
職務内容

会計管理者・部長・参与

課長・参事・所長

主幹

副主幹・主任技術主査

主査・技術主査

主任・主任技師

主事・技師

1号給の
給料月額

408,300円

355,200円

321,300円

298,800円

265,300円

230,000円

183,500円

最高号給の
給料月額

450,900円

415,700円

398,200円

386,100円

354,700円

308,500円

258,100円

構成比

7.4%

9.6%

8.5%

6.4%

27.7%

35.1%

5.3%

職員数区分

7人

9人

8人

6人

26人

33人

5人

区　分 笠松町

一般行政職

医療職（保健師）

大学卒
高校卒
大学卒
短大3卒

220,000円
188,000円
255,400円
249,400円

国
220,000円
188,000円

－
－

区　分 R6年度
住民基本台帳人口（令和6年1月1日）

歳出額　A
実質収支
人件費　B

人件費率　B／A
（参考）令和5年度の人件費率

21,829人
8,242,448千円

564,871千円
1,046,412千円

12.7%
12.4%

（2）職員の初任給の状況（令和7年4月1日現在）

区　分 経験年数
10年

一般
行政職

大学卒
高校卒

262,700円
－

経験年数
20年

322,486円
－

経験年数
25年

388,700円
－

経験年数
30年

397,467円
378,900円

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の
　　状況（令和7年4月1日現在）

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）
区　分 R6年度
職員数　A

給与費

給　料
職員手当

期末・勤勉手当
計　B

1人当たり給与費　B／A

108人
388,336千円
60,506千円

163,449千円
612,291千円

5,669千円
（注）1　職員手当には退職手当を含みません。

2　職員数は、令和6年4月1日現在の人数です。

（注）1　笠松町の給与条例に基づく給料表の級区分による
職員数です。

2　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代
表的な職務です。

（注）「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養
手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手
当の額を合計したものです。

一般行政職
平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
42.5歳 321,400円 369,346円

3 一般行政職の級別職員数などの状況

（1）一般行政職の級別職員数の状況
　　（令和7年4月1日現在）

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

%
100

令和7年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比

町職員の給与などを公表します
職員の給与などの実態を皆さんにご理解いただくため、その状況を公表します。

（注）（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ 人事評価を実施した

活用している昇給区分

上位、標準、下位の区分

上位、標準の区分

標準、下位の区分

標準の区分のみ（一律）

ロ 人事評価を実施していない

活用予定時期

手当の名称 左記職員に対
する支給単価

感染症防疫
作業手当

死体取扱
手当

犬・猫等死体
取扱手当

日額1,000円

1回1,000円

1回300円

支給実績
（令和6年度決算）

0千円

0千円

0千円

主な支給
対象業務

感染症
患者の
救護など

死体取扱
作業

主な支給
対象職員

感染症防疫作
業に従事する
職員

行旅病死人な
どの死体取扱
作業に従事す
る職員

犬・猫など死
体取扱作業に
従事する職員

○

昇給可能
な区分

○

○

昇給実績が
ある区分

○

昇給可能
な区分

○

○

昇給実績が
ある区分

令和7年度中における運用 管理職員 一般職員

（3）昇給への人事評価の活用状況

（2）国との給料表カーブ比較表（行政職（一））
　　（令和7年4月1日現在）

（4）特殊勤務手当

1人当たり平均支給額（令和6年度） 1,488千円

（令和6年度支給割合） 勤勉手当

2.10月分

（1.000）月分

期末手当

2.50月分

（1.400）月分

（加算措置の状況）

5%～15%

職制上の段階、職務の級などによる加算措置

役職加算

4 職員の手当の状況（令和7年4月1日現在）

（1）期末手当・勤勉手当

（注）退職手当の1人当たり平均支給額は、令和6年度に退職
した職員に支給された平均額です。

○勤勉手当への人事評価の活用状況

1人当たり平均支給額
死亡・定年

（支給率）

勤続20年

勤続25年

勤続35年

最高限度額

24.586875月分

33.27075月分

47.709月分

47.709月分

19.6695月分

28.0395月分

39.7575月分

47.709月分

（2）退職手当

（3）地域手当　制度なし

イ 人事評価を実施している

活用している成績率

上位、標準、下位の成績率

上位、標準の成績率

標準、下位の成績率

標準の成績率のみ（一律）

ロ 人事評価を実施していない

活用予定時期

○

支給可能
な成績率

○

○

支給実績が
ある成績率

○

支給可能
な成績率

○

○

支給実績が
ある成績率

令和7年度中における運用 管理職員 一般職員

自己都合

－7,006千円

支給実績（令和6年度決算）

支給職員1人当たり平均支給年額（令和6年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和6年度）

手当の種類

0千円

0円

0.00%

3種類

（5）時間外勤務手当
支給実績（令和6年度決算）

職員1人当たり平均支給年額（令和6年度決算）

支給実績（令和5年度決算）

職員1人当たり平均支給年額（令和5年度決算）

22,799千円

281千円

15,584千円

208千円

60
（万円）

50

40

30

20

10

0
昇　給

給
　
料
　
月
　
額

国10級（特に重要課長）国10級（特に重要課長）

国9級（課長）国9級（課長）

国8級（困難室長）国8級（困難室長）

国7級（室長）　町7級（部長）国7級（室長）　町7級（部長）

国6級（困難課長補佐）　町6級（課長）国6級（困難課長補佐）　町6級（課長）
国5級（課長補佐）　町5級（主幹）国5級（課長補佐）　町5級（主幹）
国4級（困難係長）　町4級（副主幹）国4級（困難係長）　町4級（副主幹）

国3級（係長）
町3級（主幹）
国3級（係長）
町3級（主幹）

国2級（上級係長）　町2級（主任）国2級（上級係長）　町2級（主任）

国1級（係員）　町1級（主事）国1級（係員）　町1級（主事）

笠松町（R7年）
国家公務員（R7年）

1級 5.3%1級 5.3%

2級 35.1%2級 35.1%

3級 27.7%3級 27.7%

4級 6.4%4級 6.4%

5級 8.5%5級 8.5%

6級 9.6%6級 9.6%

7級 7.4%7級 7.4%

1級 8.3%1級 8.3%

2級 32.3%2級 32.3%

3級 25.0%3級 25.0%

4級 10.4%4級 10.4%

5級 6.3%5級 6.3%

6級 10.4%6級 10.4%

7級 7.3%7級 7.3%

1級 6.5%1級 6.5%

2級 40.2%2級 40.2%

3級 18.5%3級 18.5%

4級 10.9%4級 10.9%

5級 6.5%5級 6.5%

6級 9.8%6級 9.8%

7級 7.6%7級 7.6%

令和8年3月号
第1186号16 令和8年3月号

第1186号 17
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扶養
手当

住居
手当

通勤
手当

管理職
手当

休日勤務
手当

宿日直
手当

夜間勤務
手当

管理職員
特別勤務

手当

配偶者 月額6,500円
子 月額10,000円
配偶者・子以外の扶養親族
 月額6,500円
16歳から22歳の子
 1人につき5,000円加算

借家・借間に係る手当
　月額16,000円を超える家賃
　を負担している職員の
　家賃額に応じて支給
 月額28,000円まで

交通機関など利用者
　運賃相当額に応じて
 月額55,000円まで
自動車など使用者
　2km以上（片道）使用者の
　距離に応じて支給
 月額2,000円～31,600円

主幹級以上の管理職員に
役職に応じて支給
 39,600円～58,100円

祝日や年末年始の休日の
勤務に対して支給
　勤務1時間につき
 当該職員の時間単価×1.35

宿日直勤務に対して支給
 1回4,400円

深夜（22時から翌朝5時の
間）に正規の勤務時間が割り
振られた職員に支給
 当該職員の時間単価×0.25

主幹級以上の管理職員の
時間外勤務に対して支給
　週休日・祝日・年末年始
 1回12,000円
 （6時間以上18,000円）
 平日午前0時から午前5時まで
 1回6,000円

同じ

同じ

同じ

異なる

同じ

同じ

同じ

同じ

支給
される
金額

10,302千円

4,987千円

4,370千円

14,857千円

174千円

5,258千円

12千円

354千円

219,191円

311,688円

49,103円

571,431円

19,343円

61,140円

5,920円

50,571円

（6）その他の手当

手当名 内容及び支給単価
国の
制度と
の異同

国の
制度と
異なる
内容

支給実績
（令和6年度
決算）

支給職員
１人当たり
平均
支給年額

（令和6年度
決算）

区　分 給料月額など

給料

報酬

期末
手当

退職
手当

町長
副町長

議長
副議長
議員

町長
副町長

議長
副議長
議員

町長

副町長

729,000円
625,500円

300,000円
260,000円
240,000円

（令和6年度支給割合）
4.60月分

（令和6年度支給割合）
4.60月分

（算定方式） （1期の手当額）（支給時期）
退職時給料月額×
100分の500×4年 14,580,000円 退職時

退職時給料月額×
100分の300×4年 7,506,000円 退職時

（注）退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額
及び支給率に基づき、1期（4年＝48月）勤めた場合にお
ける退職手当の見込額です。 （注）各年における定員管理調査で報告した部門別職員数です。

（1）部門別職員数の状況と主な増減理由

3

38

10
15
15

2

1
10
94

11

105
3
4
6
13
118

［147］

3

36

12
15
16

2

1
11
96

12

108
3
4
7
14
122

［147］

0

2

△2
0

△1

0

0
△1
△2

△1

△3
0
0

△1
△1
△4

［0］

事務事業の見直し

事務事業の見直し

事務事業の見直し

事務事業の見直し

事務事業の見直し

区分
部門 令和

7年
令和
6年

対前
年増
減数

主な増減理由
職員数

（各年4月1日現在）

（各年4月1日現在）

議会
総務
企画
税務
民生
衛生
農林
水産
商工
土木
小計

教　　育

小　計
水道

下水道
その他
小　計

合　　計

一
般
行
政
部
門

会
計
部
門

公
営
企
業
等

普
通
会
計
部
門

（注）1　職員数は一般職に属する職員数です。
2　［　］内は、条例定数の合計です。

20
歳
未
満

20
歳
〜
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24
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〜
27
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28
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〜
31
歳

32
歳
〜
35
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36
歳
〜
39
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40
歳
〜
43
歳

44
歳
〜
47
歳

48
歳
〜
51
歳

52
歳
〜
55
歳

56
歳
〜
59
歳

60
歳
以
上

計区　分

職員数 0 4 7 10 15 19 16 7 13 14 12 1 118
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

（3） 職員数の推移

（2）年齢別職員構成の状況（令和7年4月1日現在）

区分
部門

過去5年間の
増減数（率（％））

一般行政
教育

公営企業
等会計

計

令和
2年

令和
3年

令和
4年

令和
5年

令和
6年

令和
7年

0（0.0）
△2（△15.4）

△1（△7.1）

△3（△2.5）

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

%
20

20歳
未満

20歳

23歳

24歳

27歳

28歳

31歳

32歳

35歳

36歳

39歳

40歳

43歳

44歳

47歳

48歳

51歳

52歳

55歳

56歳

59歳

60歳
以上〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜

構成比
5年前の構成比

5 特別職の報酬などの状況（令和7年4月1日現在）

6 職員数の状況
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今月の納税納付期限 期限内納付にご協力ください

金融機関などの窓口納付や口座振替のほかに、簡単に納付できる税金、料金があります。
◎バーコードがある納付書
　コンビニやスマートフォン決済アプリでも納付できます。
　利用できる税金、料金、利用期限や利用上限額など、詳しくは町ホームページをご覧くだ
さい。
◎QRコードやeL番号がある納付書
　固定資産税と軽自動車税種別割の納付書に「QRコード（eL‐QR）」や「eL番号（納付
書番号）」の記載がある場合は、より多くのスマートフォン決済アプリやクレジットカード払い
などの多様な納付方法が選択できます。詳しくは、「地方税お支払サイト」をご覧ください。
◎クレジットカードでの支払い
　水道料金・下水道使用料はクレジットカードでもお支払いいただけます。あらかじめ申請
手続きが必要です。詳しくは町ホームページをご覧ください。

3月のカレンダー

■今月のお休み

■今月のおはなしかい

図書室からのお知らせ

笠松中央
交流センター

27日（金）

松枝
交流センター

総合
交流センター

笠松中央交流センター
14日（土）10：30～

　図書室利用者カードの交付から5年以上経過してい
る方は、図書室窓口で更新手続きをしてください。

各種相談窓口
内　　容 日にち 受付時間 場　所

法律相談・
悩みごと相談

消費生活相談

人権よろず相談

介護相談

こころの巡回相談・
障がい者就労相談

知的障がい者
相談

身体障がい者
相談

行政相談

心配ごと相談

18日（水）13：00～15：00
（20分/人） 福祉会館

※事前に電話でお申し込みください。☎388‐1111
※笠松町在住の方に限る。

2日（月）
16日（月）

9：00～15：00 役場
環境経済課

13日（金）13：30～15：30
☎388‐1301

福祉会館
人権擁護委員
岩村 雅人（門　間）　　千村 ゆかり（東陽町）
勅使川原 久貴子（西宮町）
大野 健司（下柳川町）　纐纈 英子　（田　代）
杉山 詞一（円城寺）　　森 眞理子　（米　野）

行政相談員
安達 すえ子（北　及）　森 光彌（米　野）

※事前に電話でお申し込みください。☎388‐7133

※精神障がい者やそのご家族が対象です。
3月12日（木）までに電話でお申し
込みください。☎388‐7171

月曜日～金曜日
（祝日は除く） 8：30～17：15

19日（木）13：00～14：30 福祉健康センター

福祉会館

在宅相談　知的障害者相談員
樋口 一子　（北　及） ☎388‐3705

在宅相談　身体障害者相談員
岩田 賢一　（田　代） ☎388‐0068
田島 佳代子（無動寺） ☎388‐2235

13日（金）13：30～15：30
在宅相談　担当地域民生委員

地域
包括支援センター

（福祉健康センター内）

内　　容 日にち 受付時間 場　所

☎388‐7171

妊娠・出産
子育て

総合相談

月曜日～金曜日
（祝日は除く） 8：30～17：15

こども家庭
センター

（福祉健康センター内）

スマートフォン決済アプリ

地方税お支払サイト

クレジットカードでの支払い

3月のおすすめ番組

3月26日（木）まで
3月31日（火）まで

水道料金・下水道使用料 学校給食費・・・・ ・・・・・・・6期分 11期分（3月分）
国民健康保険税
介護保険料
放課後児童クラブ利用料

後期高齢者医療保険料
保育料（0～2歳児）

・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・

・・・・・
・・・・・・・・・・

9期分
10期分
3月分

9期分
3月分

令和8年3月号
第1186号18 令和8年3月号

第1186号 19
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扶養
手当

住居
手当

通勤
手当

管理職
手当

休日勤務
手当

宿日直
手当

夜間勤務
手当

管理職員
特別勤務

手当

配偶者 月額6,500円
子 月額10,000円
配偶者・子以外の扶養親族
 月額6,500円
16歳から22歳の子
 1人につき5,000円加算

借家・借間に係る手当
　月額16,000円を超える家賃
　を負担している職員の
　家賃額に応じて支給
 月額28,000円まで

交通機関など利用者
　運賃相当額に応じて
 月額55,000円まで
自動車など使用者
　2km以上（片道）使用者の
　距離に応じて支給
 月額2,000円～31,600円

主幹級以上の管理職員に
役職に応じて支給
 39,600円～58,100円

祝日や年末年始の休日の
勤務に対して支給
　勤務1時間につき
 当該職員の時間単価×1.35

宿日直勤務に対して支給
 1回4,400円

深夜（22時から翌朝5時の
間）に正規の勤務時間が割り
振られた職員に支給
 当該職員の時間単価×0.25

主幹級以上の管理職員の
時間外勤務に対して支給
　週休日・祝日・年末年始
 1回12,000円
 （6時間以上18,000円）
 平日午前0時から午前5時まで
 1回6,000円

同じ

同じ

同じ

異なる

同じ

同じ

同じ

同じ

支給
される
金額

10,302千円

4,987千円

4,370千円

14,857千円

174千円

5,258千円

12千円

354千円

219,191円

311,688円

49,103円

571,431円

19,343円

61,140円

5,920円

50,571円

（6）その他の手当

手当名 内容及び支給単価
国の
制度と
の異同

国の
制度と
異なる
内容

支給実績
（令和6年度
決算）

支給職員
１人当たり
平均
支給年額

（令和6年度
決算）

区　分 給料月額など

給料

報酬

期末
手当

退職
手当

町長
副町長

議長
副議長
議員

町長
副町長

議長
副議長
議員

町長

副町長

729,000円
625,500円

300,000円
260,000円
240,000円

（令和6年度支給割合）
4.60月分

（令和6年度支給割合）
4.60月分

（算定方式） （1期の手当額）（支給時期）
退職時給料月額×
100分の500×4年 14,580,000円 退職時

退職時給料月額×
100分の300×4年 7,506,000円 退職時

（注）退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額
及び支給率に基づき、1期（4年＝48月）勤めた場合にお
ける退職手当の見込額です。 （注）各年における定員管理調査で報告した部門別職員数です。

（1）部門別職員数の状況と主な増減理由

3

38

10
15
15

2

1
10
94

11

105
3
4
6
13
118

［147］

3

36

12
15
16

2

1
11
96

12

108
3
4
7
14
122

［147］

0

2

△2
0

△1

0

0
△1
△2

△1

△3
0
0

△1
△1
△4

［0］

事務事業の見直し

事務事業の見直し

事務事業の見直し

事務事業の見直し

事務事業の見直し

区分
部門 令和

7年
令和
6年

対前
年増
減数

主な増減理由
職員数

（各年4月1日現在）

（各年4月1日現在）

議会
総務
企画
税務
民生
衛生
農林
水産
商工
土木
小計

教　　育

小　計
水道

下水道
その他
小　計

合　　計

一
般
行
政
部
門

会
計
部
門

公
営
企
業
等

普
通
会
計
部
門

（注）1　職員数は一般職に属する職員数です。
2　［　］内は、条例定数の合計です。

20
歳
未
満

20
歳
〜
23
歳

24
歳
〜
27
歳

28
歳
〜
31
歳

32
歳
〜
35
歳

36
歳
〜
39
歳

40
歳
〜
43
歳

44
歳
〜
47
歳

48
歳
〜
51
歳

52
歳
〜
55
歳

56
歳
〜
59
歳

60
歳
以
上

計区　分

職員数 0 4 7 10 15 19 16 7 13 14 12 1 118
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

（3） 職員数の推移

（2）年齢別職員構成の状況（令和7年4月1日現在）

区分
部門

過去5年間の
増減数（率（％））

一般行政
教育

公営企業
等会計

計

令和
2年

令和
3年

令和
4年

令和
5年

令和
6年

令和
7年

0（0.0）
△2（△15.4）

△1（△7.1）

△3（△2.5）

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

%
20

20歳
未満

20歳

23歳

24歳

27歳

28歳

31歳

32歳

35歳

36歳

39歳

40歳

43歳

44歳

47歳

48歳

51歳

52歳

55歳

56歳

59歳

60歳
以上〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜 〜

構成比
5年前の構成比

5 特別職の報酬などの状況（令和7年4月1日現在）

6 職員数の状況
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今月の納税納付期限 期限内納付にご協力ください

金融機関などの窓口納付や口座振替のほかに、簡単に納付できる税金、料金があります。
◎バーコードがある納付書
　コンビニやスマートフォン決済アプリでも納付できます。
　利用できる税金、料金、利用期限や利用上限額など、詳しくは町ホームページをご覧くだ
さい。
◎QRコードやeL番号がある納付書
　固定資産税と軽自動車税種別割の納付書に「QRコード（eL‐QR）」や「eL番号（納付
書番号）」の記載がある場合は、より多くのスマートフォン決済アプリやクレジットカード払い
などの多様な納付方法が選択できます。詳しくは、「地方税お支払サイト」をご覧ください。
◎クレジットカードでの支払い
　水道料金・下水道使用料はクレジットカードでもお支払いいただけます。あらかじめ申請
手続きが必要です。詳しくは町ホームページをご覧ください。

3月のカレンダー

■今月のお休み

■今月のおはなしかい

図書室からのお知らせ

笠松中央
交流センター

27日（金）

松枝
交流センター

総合
交流センター

笠松中央交流センター
14日（土）10：30～

　図書室利用者カードの交付から5年以上経過してい
る方は、図書室窓口で更新手続きをしてください。

各種相談窓口
内　　容 日にち 受付時間 場　所

法律相談・
悩みごと相談

消費生活相談

人権よろず相談

介護相談

こころの巡回相談・
障がい者就労相談

知的障がい者
相談

身体障がい者
相談

行政相談

心配ごと相談

18日（水）13：00～15：00
（20分/人） 福祉会館

※事前に電話でお申し込みください。☎388‐1111
※笠松町在住の方に限る。

2日（月）
16日（月）

9：00～15：00 役場
環境経済課

13日（金）13：30～15：30
☎388‐1301

福祉会館
人権擁護委員
岩村 雅人（門　間）　　千村 ゆかり（東陽町）
勅使川原 久貴子（西宮町）
大野 健司（下柳川町）　纐纈 英子　（田　代）
杉山 詞一（円城寺）　　森 眞理子　（米　野）

行政相談員
安達 すえ子（北　及）　森 光彌（米　野）

※事前に電話でお申し込みください。☎388‐7133

※精神障がい者やそのご家族が対象です。
3月12日（木）までに電話でお申し
込みください。☎388‐7171

月曜日～金曜日
（祝日は除く） 8：30～17：15

19日（木）13：00～14：30 福祉健康センター

福祉会館

在宅相談　知的障害者相談員
樋口 一子　（北　及） ☎388‐3705

在宅相談　身体障害者相談員
岩田 賢一　（田　代） ☎388‐0068
田島 佳代子（無動寺） ☎388‐2235

13日（金）13：30～15：30
在宅相談　担当地域民生委員

地域
包括支援センター

（福祉健康センター内）

内　　容 日にち 受付時間 場　所

☎388‐7171

妊娠・出産
子育て

総合相談

月曜日～金曜日
（祝日は除く） 8：30～17：15

こども家庭
センター

（福祉健康センター内）

スマートフォン決済アプリ

地方税お支払サイト

クレジットカードでの支払い

3月のおすすめ番組

3月26日（木）まで
3月31日（火）まで

水道料金・下水道使用料 学校給食費・・・・ ・・・・・・・6期分 11期分（3月分）
国民健康保険税
介護保険料
放課後児童クラブ利用料

後期高齢者医療保険料
保育料（0～2歳児）

・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・

・・・・・
・・・・・・・・・・

9期分
10期分
3月分

9期分
3月分

令和8年3月号
第1186号18 令和8年3月号

第1186号 19
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健康カレンダー

乳児（3～4か月児）健康診査
1歳6か月児健康診査

3歳児健康診査
お誕生（10～11か月）教室

にこにこ（2歳児）教室
離乳食教室

R7.11生
R6.8生
R5.2生
R7.4生
R6.3生

5～6か月児

18日（水）
12日（木）
26日（木）
23日（月）
19日（木）
25日（水）

13：00～13：40
13：15～13：45
13：10～13：40
9：20～9：40
9：20～9：30

場　所 育児相談
受付時間

健康相談
受付時間日にち

福祉健康センター
こども館「かさくら」
総合交流センター
福祉健康センター

3日（火）
13日（金）
17日（火）
23日（月）

9：30～11：00
9：30～11：30
13：30～14：30
13：00～14：30

10：30～11：30

13：30～14：30
14：00～15：30

育児相談・健康相談 ※申込不要

場　所 時間日にち 申込・参加費
貯筋（ちょきん）くらぶ（65歳以上の方の体操教室）

ふれあいひろば（65歳以上の方の認知症予防教室）

子育てママサロン　バランスボール
対象：生後2か月から1年未満のお子さんと母親

場　所 時間日にち 申込

ふれあい喫茶（認知症カフェ）※認知症介護者のサロン（9：30～）

こども家庭センター（福祉健康センター内）

妊娠期から18歳までの子育てをサポート

妊娠届・母子健康手帳の交付について

子どもの
健診・教室などの
年間予定

〇保健師・助産師・精神保健福祉士による電話
相談・家庭訪問

〇臨床心理士による発達に関する相談（要予約）
☎388‐7171（平日8：30～17：15）

　母子健康手帳の交付（妊娠
届）は、予約制です。
交付時間9：00～16：00
　電話または申込フォームから
前日までにご予約ください。

福祉健康センター

笠松
中央交流センター

総合交流センター

松枝交流センター

笠松
中央交流センター

4日（水）
18日（水）
11日（水）
25日（水）
5日（木）
19日（木）
4日（水）
13日（金）
3日（火）
11日（水）

9：30～
11：00

13：30～
15：00

・初参加の方
　のみ要申込
　☎388‐7171
・参加費：
　100円/回

場　所 時間日にち

福祉健康センター

福祉会館

6日（金）

26日（木）

13：15～
14：45
10：15～
11：45

申込
初参加の方のみ要申込
笠松町地域

包括支援センター
☎388‐7133

福祉健康センター 3日（火）10：30～11：30 ☎388‐7171

場　所 時間日にち
総合交流センター
福祉健康センター※

9日（月）
10日（火）

10：00～
11：00

問合せ
笠松町地域包括支援センター
☎388‐7133

内　容 対象 受付時間日にち

3月の健康だより

子どもの健診・教室（場所：福祉健康センター）

歯みがき教室

プレパマクラブ

乳幼児と
保護者
妊婦とその
パートナー

3日（火）
23日（月）
3日（火）
23日（月）

9：50～10：00
9：30～11：00
13：00～14：30
10：00
13：30

▲申込フォーム

※当番医は変更となる場合があります。　※日ごろから「かかりつけ医」を持ちましょう。
※受診前に必ず病院へ電話相談をしてください。休日急病診療

■内科系　　診療時間　9：00～14：00 ■歯科系　　診療時間　9：00～13：00
日 病院名 所　在 電　話 病院名 所　在 電　話
1
8
15
20
22
29

けやきクリニック
サンライズクリニック
山田耳鼻咽喉科
岐南ハートと呼吸のクリニック
吉田胃腸科
渡辺小児科

岐南町平島
岐南町野中
笠松町北及
岐南町伏屋
笠松町門前町
岐南町八剣

☎213‐3310
☎247‐3322
☎388‐3387
☎374‐2066
☎387‐2217
☎246‐8882

■薬局　　　開設時間　9：00～14：00
日 病院名 所　在 電　話
8
15
20
22
29

クオールぎなん薬局
平成調剤薬局笠松店
りんどう薬局
エース薬局
ピノキオ薬局岐南店

岐南町野中
笠松町北及
岐南町伏屋
笠松町門前町
岐南町八剣

☎249‐5135
☎388‐7117
☎248‐7766
☎388‐8600
☎247‐2247

小島歯科医院
ごとう歯科
はる歯科クリニック
いいだ歯科
岐南歯科クリニック
Ihana歯科岐阜

岐南町平島
笠松町田代
岐南町みやまち
笠松町東金池町
岐南町八剣北
笠松町円城寺

☎245‐2096
☎387‐0955
☎273‐2300
☎387‐3646
☎248‐1116
☎387‐6110

■二次的病院（重症の方・救急を必要とする方）
　松波総合病院（笠松町田代）☎388‐0111
■救急電話相談（救急車を呼ぶか病院に行くかなどの
　判断に迷う時）　救急安心センター　☎#7119
　ダイヤル回線、IP電話などつながらないときは
　☎216‐0119

令和8年3月号
第1186号20 令和8年3月号

第1186号 21
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健康カレンダー

乳児（3～4か月児）健康診査
1歳6か月児健康診査

3歳児健康診査
お誕生（10～11か月）教室

にこにこ（2歳児）教室
離乳食教室

R7.11生
R6.8生
R5.2生
R7.4生
R6.3生

5～6か月児

18日（水）
12日（木）
26日（木）
23日（月）
19日（木）
25日（水）

13：00～13：40
13：15～13：45
13：10～13：40
9：20～9：40
9：20～9：30

場　所 育児相談
受付時間

健康相談
受付時間日にち

福祉健康センター
こども館「かさくら」
総合交流センター
福祉健康センター

3日（火）
13日（金）
17日（火）
23日（月）

9：30～11：00
9：30～11：30
13：30～14：30
13：00～14：30

10：30～11：30

13：30～14：30
14：00～15：30

育児相談・健康相談 ※申込不要

場　所 時間日にち 申込・参加費
貯筋（ちょきん）くらぶ（65歳以上の方の体操教室）

ふれあいひろば（65歳以上の方の認知症予防教室）

子育てママサロン　バランスボール
対象：生後2か月から1年未満のお子さんと母親

場　所 時間日にち 申込

ふれあい喫茶（認知症カフェ）※認知症介護者のサロン（9：30～）

こども家庭センター（福祉健康センター内）

妊娠期から18歳までの子育てをサポート

妊娠届・母子健康手帳の交付について

子どもの
健診・教室などの
年間予定

〇保健師・助産師・精神保健福祉士による電話
相談・家庭訪問

〇臨床心理士による発達に関する相談（要予約）
☎388‐7171（平日8：30～17：15）

　母子健康手帳の交付（妊娠
届）は、予約制です。
交付時間9：00～16：00
　電話または申込フォームから
前日までにご予約ください。

福祉健康センター

笠松
中央交流センター

総合交流センター

松枝交流センター

笠松
中央交流センター

4日（水）
18日（水）
11日（水）
25日（水）
5日（木）
19日（木）
4日（水）
13日（金）
3日（火）
11日（水）

9：30～
11：00

13：30～
15：00

・初参加の方
　のみ要申込
　☎388‐7171
・参加費：
　100円/回

場　所 時間日にち

福祉健康センター

福祉会館

6日（金）

26日（木）

13：15～
14：45
10：15～
11：45

申込
初参加の方のみ要申込
笠松町地域

包括支援センター
☎388‐7133

福祉健康センター 3日（火）10：30～11：30 ☎388‐7171

場　所 時間日にち
総合交流センター
福祉健康センター※

9日（月）
10日（火）

10：00～
11：00

問合せ
笠松町地域包括支援センター
☎388‐7133

内　容 対象 受付時間日にち

3月の健康だより

子どもの健診・教室（場所：福祉健康センター）

歯みがき教室

プレパマクラブ

乳幼児と
保護者
妊婦とその
パートナー

3日（火）
23日（月）
3日（火）
23日（月）

9：50～10：00
9：30～11：00
13：00～14：30
10：00
13：30

▲申込フォーム

※当番医は変更となる場合があります。　※日ごろから「かかりつけ医」を持ちましょう。
※受診前に必ず病院へ電話相談をしてください。休日急病診療

■内科系　　診療時間　9：00～14：00 ■歯科系　　診療時間　9：00～13：00
日 病院名 所　在 電　話 病院名 所　在 電　話
1
8
15
20
22
29

けやきクリニック
サンライズクリニック
山田耳鼻咽喉科
岐南ハートと呼吸のクリニック
吉田胃腸科
渡辺小児科

岐南町平島
岐南町野中
笠松町北及
岐南町伏屋
笠松町門前町
岐南町八剣

☎213‐3310
☎247‐3322
☎388‐3387
☎374‐2066
☎387‐2217
☎246‐8882

■薬局　　　開設時間　9：00～14：00
日 病院名 所　在 電　話
8
15
20
22
29

クオールぎなん薬局
平成調剤薬局笠松店
りんどう薬局
エース薬局
ピノキオ薬局岐南店

岐南町野中
笠松町北及
岐南町伏屋
笠松町門前町
岐南町八剣

☎249‐5135
☎388‐7117
☎248‐7766
☎388‐8600
☎247‐2247

小島歯科医院
ごとう歯科
はる歯科クリニック
いいだ歯科
岐南歯科クリニック
Ihana歯科岐阜

岐南町平島
笠松町田代
岐南町みやまち
笠松町東金池町
岐南町八剣北
笠松町円城寺

☎245‐2096
☎387‐0955
☎273‐2300
☎387‐3646
☎248‐1116
☎387‐6110

■二次的病院（重症の方・救急を必要とする方）
　松波総合病院（笠松町田代）☎388‐0111
■救急電話相談（救急車を呼ぶか病院に行くかなどの
　判断に迷う時）　救急安心センター　☎#7119
　ダイヤル回線、IP電話などつながらないときは
　☎216‐0119
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アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』
コラボ第2弾開催！
Town Topics　まちの話題
Information Box　町からのお知らせ
町職員の給与などを公表します

　2月8日、雪が降りしきる中、笠松競馬場で「第48回
新春ファミリーマラソン」が開催されました。
　普段でも走りごたえのある馬場は、雪の影響でさら
に難易度アップ。それでも、子どもたちを中心とした参
加者のみなさんは、寒さに負けず元気いっぱい、最後
まで走り切りました。（関連記事3ページ）

「こんにちは」コーナーの「こんにちは」コーナーの
赤ちゃんを募集します赤ちゃんを募集します
「こんにちは」コーナーの
赤ちゃんを募集します

c企画DX課　☎388‐1127

Hello!Hello!Hello! 今月の笠松っ子です。
すくすく大きくな～れ！んん ちちここ にに ははんん ちちここ にに ははんん ちちここ にに ははん ちこ に は

応募対象

応募期限

令和7年5月生まれの赤ちゃん
3月23日（月） 応募はこちらから蜷

広報かさまつ広報かさまつ 33
2026 Mar.2026 Mar.
No.1186No.1186

広報かさまつ 3
2026 Mar.
No.1186

凪ちゃん1歳のお誕生日おめでとう！
これからも元気いっぱいニコニコな凪ちゃんでいてね♡
大好きだよ！

（米野）
ちゃん

まえだ なぎさ

前田 令和7年3月22日生
前田 直大・あおばさんの子凪咲

ボールを投げるのにハマってるちはるくん♡
パパとママと床は傷だらけです（笑）
そのまま元気にのびのび成長してね！

（門間）
くん

ほった ちはる

堀田 令和7年3月6日生
堀田 篤史・友理さんの子祐暖

HPはこちら 公式ＬＩＮＥ

［外構工事・断熱窓・玄関工事の専門店］
～外構工事も合わせてご提案できます～
［外構工事・断熱窓・玄関工事の専門店］
～外構工事も合わせてご提案できます～
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